
意
見
番
号

大
項
目
小項目 種別

意見（ほぼ原文）

※ ：キーワード(事務局追記)

対応基
本方針

県の考え方

1
総
則
編

基本理
念

事実関
係

（基本理念）
以下のとおり修正されたい。
３ 「・・河川及び下水道への負担を軽減さ
せることを旨として、」の「ことを旨として」を
「とともに」に修正する。
（理由）
流域内の保水機能の確保等により、河川等
への負担軽減と合わせ、健全な水循環にも
寄与することから、同列に扱うことが好まし
い。

盛り込
み済み
です

【総則編〔基本理念〕骨子３，５】
本条例はあくまでも総合治水の推進を進めるたことを目
的としており、健全な水循環が目的ではないので、総合
治水の推進が健全な水循環に寄与としますが、総則編
〔基本理念〕骨子３の「健全な水循環の確保等自然環境
にも寄与するとの認識のもと」の部分を、骨子５として、
「総合治水対策は、河川流量の安定等健全な水循環を
確保することや動植物の生息・生育環境の維持等に寄
与することを踏まえて推進されなければなりません。」を
追記します。

2
総
則
編

基本理
念

事実関
係

（基本理念）
以下のとおり修正されたい。
４ 「・・及び社会経済活動への深刻な被害
を回避する」の「被害」を「影響」に修正す
る。
（理由）
県民生活等への被害よりも“影響”が適切と
考える。

反映し
ました

【総則編〔基本理念〕骨子４】
総則編〔基本理念〕骨子４の「被害」を「影響」に修正しま
した。

3
総
則
編

市町の
役割

事実関
係

以下のとおり修正されたい。
市の役割 「県の策定する総合治水推進計
画に沿って、総合治水対策の推進に関し、
その地域の特性」を「総合治水対策の推進
に関し、県の策定する総合治水推進計画に
沿って、その地域の特性」に修正する。
（理由）基本理念の中に、総合治水対策が
謳われていることから、順序を入れ替え、文
章をより明確にする。

反映し
ました

【総則編〔市町の役割〕骨子１】
「県の策定する総合治水推進計画に沿って、総合治水
対策の推進に関し、その地域の特性」を「総合治水対策
の推進に関し、県の策定する総合治水推進計画に沿っ
て、その地域の特性」に修正しました。

4
総
則
編

総合治
水推進
計画

インセ
ンティ
ブ

施設整備等を総合治水推進計画に位置づ
ける際には、費用負担（維持管理費を含む）
を誰が、どの程度負担していくかが課題に
なると思われる。

条例制
定後に
参考と
します

総則編〔基本理念〕骨子１で、「県、市町、県民及び事業
者が連携し、一体となった取組の下で推進されなけれ
ばなりません。」としており、このための方策として行う
施設整備については、方策編〔③〕の調整池については
開発者、方策編〔⑧-1〕〔⑭〕の設備の整備については
施設所有者に努めてもらうこととしています。この他、方
策〔④〕〔⑥〕〔⑦〕〔⑧-2〕の施設における取り組みにつ
いても、施設所有者により取組を行なってもらうもので
す。
なお、総則編〔県の責務〕解説（９）のとおり、方策を進め
るためのインセンティブについては、実際の取組を進め
る中で、県民のニーズを確認しながら有効な方法を慎
重に議論し、必要に応じ、その実現に向けた検討を行
いたいと考えています。

5
総
則
編

総合治
水推進
計画

総合治
水推進
計画の
枠組み

総合治水推進計画 「地域毎」の地域を明
確にする必要がある。
（理由）
用語解説にも定義がなく、県民局単位、市
町単位、流域毎など様々な単位が考えら
れ、上下流間の調整等（上流の市町への過
度の期待）、県の思惑と市町の考えとが異
なる恐れがある。

反映し
ました

【総則編〔総合治水推進計画〕解説(1)】
総則編〔総合治水推進計画〕解説(1)に、「地域」は、主
要な河川の流域を基本とし、土地利用の実態や周辺の
河川の状況等を踏まえ、県内を10程度に分割して設定
することを想定していることを追記しました。

6
総
則
編

総合治
水推進
計画

総合治
水推進
計画の
枠組み

推進協議会の構成と計画内容をどのように
想定しているのか。
計画に位置づけられた施設は、一定の配慮
が必要となるが、全ての利害関係人が参加
するものでない。
計画の内容をどのように周知し、どの様に
実施させるのか。

反映し
ました

【総則編〔総合治水推進計画〕解説(2)(3)】
総則編〔総合治水推進計画〕解説(3)で、総合治水推進
協議会は、県のほか、国、地域内に所在する市町、県
民及び事業者等の中から、各地域の特徴や課題等を
勘案して構成することを追記しました。
また、解説(2)で、計画に盛り込むべき基本的な事項を
示すとともに、広く情報を開示するとともに、県民の意見
を聴くことに努めることを追記しました。
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意
見
番
号

7
総
則
編

総合治
水推進
計画

総合治
水推進
計画の
枠組み

計画に、出水時における河川へのポンプ排
水の抑制や雨水貯留浸透設備の設置・維
持、施設の浸水被害軽減のための耐水化
などを位置づけ対策を講じるにあたっては、
市及び施設管理者等と十分調整を図ってい
ただくようお願いしたい。

反映し
ました

【総則編〔総合治水推進計画〕解説(3)】
総則編〔総合治水推進計画〕解説(3)で、総合治水推進
協議会は、県のほか、国、地域内に所在する市町、県
民及び事業者等の中から、各地域の特徴や課題等を
勘案して構成することを追記しました。

8
総
則
編

総合治
水推進
計画

総合治
水推進
計画の
枠組み

計画及び効果検証作業にはきめ細かな降
雨予測、雨量・流量観測が必要であると考
えられることから、県の積極的な取り組みを
お願いします。

盛り込
み済み
です

【方策編〔⑪〕骨子1】
方策編〔⑪〕骨子(1)で、県は、県が管理する河川につい
て、水位及び雨量の観測情報並びに浸水被害発生の
おそれの情報等を市町に提供したり、これを一般に周
知することその他の必要な施策を講じることを明記して
います。

9
総
則
編

総合治
水推進
計画

事実関
係

調整池及び総合治水推進計画の推進主体
は全て県か。

反映し
ました

【総則編〔総合治水推進計画〕解説(3)】
総則編〔総合治水推進計画〕解説(3)で、総合治水推進
協議会は、県のほか、国、地域内に所在する市町、県
民及び事業者等の中から、各地域の特徴や課題等を
勘案して構成することを追記しました。

10
総
則
編
その他

インセ
ンティ
ブ

施策の実施にあたっては、費用負担が課題
になることから、県におかれても施策を推進
するための助成等、支援策を検討いただく
ようお願いしたい。

条例制
定後に
参考と
します

総則編〔基本理念〕骨子１で、「県、市町、県民及び事業
者が連携し、一体となった取組の下で推進されなけれ
ばなりません。」としており、このための方策として行う
施設整備については、方策編〔③〕の調整池については
開発者、方策編〔⑧-1〕〔⑭〕の設備の整備については
施設所有者に努めてもらうこととしています。この他、方
策〔④〕〔⑥〕〔⑦〕〔⑧-2〕の施設における取り組みにつ
いても、施設所有者により取組を行なってもらうもので
す。
なお、総則編〔県の責務〕解説（９）のとおり、方策を進め
るためのインセンティブについては、実際の取組を進め
る中で、県民のニーズを確認しながら有効な方法を慎
重に議論し、必要に応じ、その実現に向けた検討を行
いたいと考えています。

11
総
則
編
その他

インセ
ンティ
ブ

治水機能を持たせることで、本来の施設の
設置目的の機能が低下する、若しくは、新
たな費用が発生する等の問題が生じるが、
これらの点への対処方策が不明。

条例制
定後に
参考と
します

総則編〔基本理念〕骨子１で、「県、市町、県民及び事業
者が連携し、一体となった取組の下で推進されなけれ
ばなりません。」としており、方策編〔③〕〔④〕〔⑥〕〔⑦〕
〔⑧-1〕〔⑧-2〕〔⑭〕の施設における取り組みについても
は施設所有者により取組を行なってもらうこととしていま
す。
なお、骨子案の県の責務、市町の役割、県民及び事業
者の役割の〔解説〕（９）のとおり、方策を進めるためのイ
ンセンティブについては、実際の取組を進める中で、県
民のニーズを確認しながら有効な方法を慎重に議論
し、必要に応じ、その実現に向けた検討を行いたいと考
えています。

12
総
則
編
その他

市町負
担

かなり市町にかかる役割分担の記載がみら
れるが、財政上過大な負担があるならば難
しい部分もあるかもしれない。

条例制
定後に
参考と
します

総則編〔基本理念〕骨子１で、「県、市町、県民及び事業
者が連携し、一体となった取組の下で推進されなけれ
ばなりません。」としており、このための方策として行う
施設整備については、方策編〔③〕の調整池については
開発者、方策編〔⑧-1〕〔⑭〕の設備の整備については
施設所有者に努めてもらうこととしています。この他、方
策〔④〕〔⑥〕〔⑦〕〔⑧-2〕の施設における取り組みにつ
いても、施設所有者により取組を行なってもらうもので
す。
なお、総則編〔県の責務〕解説（９）のとおり、方策を進め
るためのインセンティブについては、実際の取組を進め
る中で、県民のニーズを確認しながら有効な方法を慎
重に議論し、必要に応じ、その実現に向けた検討を行
いたいと考えています。
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番
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大
項
目
小項目 種別
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対応基
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13
総
則
編
その他

市町負
担

それぞれの施策の推進に伴う市町負担や
開発者の負担増にならない支援策の検討

条例制
定後に
参考と
します

総則編〔基本理念〕骨子１で、「県、市町、県民及び事業
者が連携し、一体となった取組の下で推進されなけれ
ばなりません。」としており、このための方策として行う
施設整備については、方策編〔③〕の調整池については
開発者、方策編〔⑧-1〕〔⑭〕の設備の整備については
施設所有者に努めてもらうこととしています。この他、方
策〔④〕〔⑥〕〔⑦〕〔⑧-2〕の施設における取り組みにつ
いても、施設所有者により取組を行なってもらうもので
す。
なお、総則編〔県の責務〕解説（９）のとおり、方策を進め
るためのインセンティブについては、実際の取組を進め
る中で、県民のニーズを確認しながら有効な方法を慎
重に議論し、必要に応じ、その実現に向けた検討を行
いたいと考えています。

14
総
則
編
その他

市町負
担

市町には事務が発生しないのか。事務が発
生した際、手数料等はあるのか。
例）建築確認移譲事務交付金

条例制
定後に
参考と
します

現時点では、県による費用負担は考えていません。

15
方
策
編

①河川
の整備

事実関
係

この条例の対象となる河川は河川法に基づ
くもののみか。普通河川についての対応は
如何。

盛り込
み済み
です

【方策〔①〕骨子１】
方策〔①〕に基づき計画の策定、整備を行う河川につい
ては、骨子１で、河川法に基づく河川と定義しています。
ただし、本条例の目的として、総則編〔基本理念〕骨子１
に、「総合治水対策は、台風などによる大雨、集中豪雨
及び局地的大雨による浸水被害を軽減する」という目
的を追記したとおり、河川法に基づく河川だけでなく、全
ての県土における浸水被害の軽減を目的としているの
で、普通河川を含むあらゆる水路等についても、浸水被
害を軽減するための取組が必要であり、浸水被害軽減
の為の流路拡幅等、その他総合治水に資する取組み
を妨げるものではありません。

16
方
策
編

②下水
道施設
の整備

貯留浸
透設備
設置に
係る事
務

雨水事業計画に流域対策に配慮することを
規定している。浸水想定区域内にある県立
施設は率先して、平面貯留等の対策に協力
することとなるのか。

盛り込
み済み
です

【方策編〔⑧-1〕課題、解説(5)】
方策編〔⑧-1〕課題で、県及び市町や県民及び事業者
自らが、浸水被害軽減の必要性を認識して、できるだけ
広く貯留､浸透設備が設置され、特に効果の高い取組
については、積極的に推進されるよう、協力を求める必
要があることを明記し、解説(5)で、県､市町が所有者で
ある校庭や公園などは、貯留効果が大きい雨水貯留設
備を設置できることから県民・事業者による取り組みを
先導するため、率先して総合治水推進計画に位置付け
ることが求められることを明記しています。

17
方
策
編

③開発
に伴う
調整池
の設置

他法令
との関
連

（都市計画法第２９条に関する現行事務と
の関連）
1.条例が制定されれば、別法扱いとなり、調
整池の協議において様式や協議方法が変
更されると思うが、事務の流れはどうなるの
か。
2.現在、市から副申をする流れになっている
が変わるのか。
3.審査期間を開示することが必要になると
思うが、その方法はどうするか。
4.県での他市町の許認可権者としての事務
の流れを教えて頂きたい。
5.条例化により、責任もついてくると思うが、
県は窓口になるのか。

条例制
定時に
参考と
します

調整池設置、保全の具体的な手続については、現行の
行政指導要領や法令（都市計画法、森林法）に基づく開
発許可手続との関連等を踏まえ、今後検討します。
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項
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対応基
本方針

県の考え方

総合治水条例（仮称）骨子案に関する市町の意見と県の考え方

18
方
策
編

③開発
に伴う
調整池
の設置

他法令
との関
連

1.対象が河川のみならず雨水幹線なども対
象となる場合が想定されるため、現行の開
発許可による調整池設置協議(設置基準)
は条例施行に伴いどう扱うか。又、見直し予
定であれば、条例に基づく設置基準を示し
てほしい。
2.条例の手続きを担保するためには、都計
法等の開発許可における協議対象機関と
の協議フロー及び情報提供方法について
定める必要があるので整理願いたい。
3.都計法第29条及び宅造法第8条の許可に
おいて条例は必須の許可要件となる都計
法第32条に準ずる扱いか、又、他法令扱い
となるかの法的根拠を示してほしい。（都計
法第29条では第33条の技術基準を満たし
ておれば許可しなければならないと定めら
れている。）

条例制
定時に
参考と
します

調整池設置、保全の具体的な手続については、現行の
行政指導要領や法令（都市計画法、森林法）に基づく開
発許可手続との関連等を踏まえ、今後検討します。

19
方
策
編

③開発
に伴う
調整池
の設置

他法令
との関
連

都市計画法では、市街化区域内の開発行
為については、許可権者は技術基準に適
合するものは許可しなければならないとさ
れている。そこで、
・調整池の設置については、都市計画法施
行条例（県条例）にて措置されたい。
・開発許可において、土地利用変更の抑制
が必要な規模は、調整池の設置が必要とな
る規模と整合させていただきたい。

条例制
定時に
参考と
します

都市計画法で対象とする開発行為以外の流出増を伴う
開発行為についても調整池設置を求めるため、これら
全ての開発に対して適用できるよう、都市計画法施行
条例（県条例）での措置ではなく、本条例で規定すること
としています。

20
方
策
編

③開発
に伴う
調整池
の設置

調整池
設置・
保全に
係る事
務

1.既設の公共施設で排水機能が十分に足り
ていたとしても、調整池の設置は必要なの
か。
2.現況が森林・農地ではなく、宅地だったと
しても調整池の設置は必要なのか。
3.市街化区域でも調整池は必要か。
4.1ha以上の開発であれば、無条件で調整
池が必要になるのか。
5.費用の補助などはあるのか。

盛り込
み済み
です

1～4：【方策編〔③〕骨子１、２】
方策編〔③〕骨子１、２のとおり、降雨時における雨水の
流出量の増大をもたらす行為を行う場合は、開発の規
模にかかわらず、全県下において、基本的に当条例の
適用を受けることとなります。
5：インセンティブについては、推進協議会だけで考える
ものではなく、県として考えるべきであることを明記する
ため、総則編〔県の責務〕解説(9)を修文しました。「実際
の取組を進める中で、各地域の総合治水推進協議会に
おける総合治水推進計画策定の中で県民のニーズを
確認しながら、今後、県関係部局が中心となり、県とし
て有効な方法を慎重に議論し、必要に応じ、その実現
に向けた検討を行うものと考えています。」

21
方
策
編

③開発
に伴う
調整池
の設置

調整池
設置・
保全に
係る事
務

下流域に流れる水の量を、開発前と同程度
に出来る構造の開発をすれば、１ｈａ以上の
開発区域でも危険な調整池を設置する必
要がないのではないか。宅地内に貯留桝や
浸透桝、透水性舗装、流速を抑える水路勾
配等、開発区域内全体で流下量を抑える施
策で良いのではないか。調整池をつくるにし
ても、オープンタイプではなく地下式で上部
を公園・緑地にするほうが良いのではない
か。

盛り込
み済み
です

【方策編〔③〕解説(7)】
方策編〔③〕解説(7)に、調整池の規模は、開発者が開
発しようとする土地の属性の影響を受けるため、開発者
が下流域の被害を軽減するために必要な規模の調整
池を設置しなければならないという制約は、その土地の
所有権（財産権）が内在している制約にあたるものと考
えていることを明記しています。
また、調整池の構造については、技術基準を満たすも
のであれば地下式や覆蓋構造とすることにより、上部利
用が可能となる場合がありますので、個別に判断される
べきものと考えます。

22
方
策
編

③開発
に伴う
調整池
の設置

調整池
設置・
保全に
係る事
務

1.調整池の設置基準である１ha以上の開発
事業という面積要件の一律化については、
現土地利用状況等によって勘案する必要
があるのでは。
2.１ha未満であっても過去に浸水被害等が
ある箇所においては、勘案する必要がある
のでは。
3.調整池の指導、事務については、県が行
うのか、どの部局が行うのか。

盛り込
み済み
です

【方策編〔③〕骨子１，２、総則編〔市町の条例との関
係〕】
１ 方策編〔③〕骨子１，２のとおり、条例案としては、他
法令の開発許可要件、現行の行政指導等を勘案し、１
ha以上は義務、未満は努力義務とすることとしていま
す。
２ 総則編〔市町の条例との関係〕で、必要があれば、
市町条例で本条例以上の効果が期待できる規定を適
用できることとしています。
３ 調整池の指導、事務については、条例に基づいて、
県が行うこととなります。

4/9



意
見
番
号

大
項
目
小項目 種別

意見（ほぼ原文）

※ ：キーワード(事務局追記)

対応基
本方針

県の考え方

総合治水条例（仮称）骨子案に関する市町の意見と県の考え方

23
方
策
編

③開発
に伴う
調整池
の設置

調整池
設置・
保全に
係る事
務

１ha未満の開発でも一定の開発に対して設
置義務を検討されたい。

盛り込
み済み
です

【方策編〔③〕骨子１，２、総則編〔市町の条例との関
係〕】
方策編〔③〕骨子１，２のとおり、条例案としては、他法令
の開発許可要件、現行の行政指導等を勘案し、１ha以
上は義務、未満は努力義務とすることとしています。総
則編〔市町の条例との関係〕で、必要があれば、市町条
例で本条例以上の効果が期待できる規定を適用できる
こととしています。

24
方
策
編

③開発
に伴う
調整池
の設置

調整池
設置・
保全に
係る事
務

1.調整池指導要領は何年版を適用するの
か。
2.調整池の規模等の設定にあたり
(1)下流の河川はどの範囲まで対象とする
のか
(2)下流の河川が1/30で改修済みの場合、
調整池はどのような規模となるのか
(3)近年、集中豪雨が頻発しているため、降
雨強度の更新が必要
3.審査体制と手続を明確にされたい。

条例制
定時に
参考と
します

1:現行のH21.9を基本とし、条例施行に併せて基準を作
成する予定です。
2(1):現行どおり、河口までです。
2(2):条例では、下流河川の状況にかかわらず1/30降雨
を対象とした調整池を考えています。
2(3)：今後の参考とさせていただきます。
3：調整池設置、保全の具体的な手続については、現行
の行政指導要領や法令（都市計画法、森林法）に基づく
開発許可手続との関連等を踏まえ、今後検討します。

25
方
策
編

③開発
に伴う
調整池
の設置

調整池
設置・
保全に
係る事
務

1.「開発許可権者から県への情報提供」とあ
りますが、具体的な手法は考えているの
か。
2.駐車場を利用した調整池は認めているの
か。

条例制
定時に
参考と
します

１ 「開発許可権者から県への情報提供」の手法につい
ては、今後検討します。
２ 駐車場を利用した調整池については、現在の行政
指導では認めています。

26
方
策
編

③開発
に伴う
調整池
の設置

調整池
設置・
保全に
係る事
務

「情報提供」するタイミングを明確にする必
要がある。

条例制
定時に
参考と
します

今後検討します。

27
方
策
編

③開発
に伴う
調整池
の設置

調整池
設置・
保全に
係る事
務

調整池の代替地、開発の分割等による「逃
げ道」を開発者に与えないようにされたい。

条例制
定時に
参考と
します

現行の行政指導では、開発関係法令（都市計画法、森
林法等）による許可と連携していることを踏まえ、関係
機関との情報共有も含め、今後検討します。

28
方
策
編

③開発
に伴う
調整池
の設置

調整池
設置・
保全に
係る事
務

実際に1ha以上の土地の開発時期をずらし
たり、開発者を関連別会社にして、1ha未満
とし調整池を設置しなくて済むようにしたよう
な場合があったが、その指導はいかに。

条例制
定時に
参考と
します

現行の行政指導では、開発関係法令（都市計画法、森
林法等）による許可と連携していることを踏まえ、関係
機関との情報共有も含め、今後検討します。

29
方
策
編

③開発
に伴う
調整池
の設置

調整池
設置・
保全に
係る事
務

林地開発やゴルフ場等の大規模開発に対
しては、調整池の設置以外にも、残地森林
や公園・緑地等の維持・向上が必要であり、
条例に記載すべきと考える。

盛り込
み済み
です

【方策編〔⑧-1〕〔⑨〕】
開発地における流出抑制については、調整池を設置す
ることにより確保し、それ以上の流出抑制については、
方策編〔⑧-1〕雨水貯留浸透設備の設置、維持、〔⑨〕
森林整備による保水力の維持、向上により、土地の所
有者等に実施していただくものとしています。
なお、残地森林等の確保など、それぞれの開発許可要
件として対応される場合もあります。

30
方
策
編

④調整
池の保
全

調整池
設置・
保全に
係る事
務

点検報告等何か行政側がチェックされるよ
うなことは考えているか。

条例制
定時に
参考と
します

調整池設置、保全の具体的な手続については、現行の
行政指導要領や法令（都市計画法、森林法）に基づく開
発許可手続との関連等を踏まえ、今後検討します。

31
方
策
編

④調整
池の保
全

調整池
設置・
保全に
係る事
務

1.監視は県が対応すると考えて良いか。
2.調整池の機能を適切に保全するにあた
り、浚渫の基準はないのか。水量標示版の
設置、土砂しゅんせつ位置の表示等につい
ては如何か。

条例制
定時に
参考と
します

調整池設置、保全の具体的な手続については、現行の
行政指導要領や法令（都市計画法、森林法）に基づく開
発許可手続との関連等を踏まえ、今後検討します。

5/9



意
見
番
号

大
項
目
小項目 種別

意見（ほぼ原文）

※ ：キーワード(事務局追記)

対応基
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総合治水条例（仮称）骨子案に関する市町の意見と県の考え方

32
方
策
編

④調整
池の保
全

調整池
設置・
保全に
係る事
務

開発者が倒産等した場合、市町が保全管
理を行うのか。
（市町が管理することになった場合、以下の
課題については如何）
・子供の水難事故についての責任の所在は
どうなるのか。
・不法投棄についての対応はどうするの
か。
・経年による修繕の対応は誰がするのか。

条例制
定時に
参考と
します

１ 開発者が倒産したケースでは、調整池の土地所有
者により保全する方向で検討中です。
２ また、子どもの水難事故への対応、不法投棄への対
応、経年変化による維持修繕対応等については、維持
管理にかかる責任として所有者により対応されるべきも
のと考えています。

33
方
策
編

④調整
池の保
全

調整池
設置・
保全に
係る事
務

1.調整池の所有者とは、開発業者以外の市
町村、自治会等も含まれるのか。
2.枠内“５上記２の調整池を保全しない開発
者…”の記述について、他では所有者と記
述しているが、文言を使い分ける理由があ
るのか。

反映し
ました

1：市町村、自治会等が調整池の所有者である場合は、
本方策の対象となります。
2：【方策編〔④〕骨子５】
保全するのは所有者であることから、方策編〔④〕骨子
５の「開発者」を、「所有者」に修正しました。

34
方
策
編

⑤流出
増を伴
う土地
利用変
更の抑
制

他法令
との関
連

土地利用関連の法律が多数あるが、対象と
なる法律を明確にする必要がある。

盛り込
み済み
です

【方策編〔⑤〕骨子、〔⑯〕骨子】
方策編〔⑤〕骨子、〔⑯〕骨子で、国土利用計画法、その
他土地利用に係る個別規制法に基づく土地利用に係る
計画としており、個別規制法を限定していないため、全
ての法を対象としています。今後、法制の観点から必要
があれば、個別規制法を定義します。

35
方
策
編

⑤流出
増を伴
う土地
利用変
更の抑
制

他法令
との関
連

開発許可に係るもの以外の土地利用変更
についての対応は、具体的な規制手法を措
置されたい。

盛り込
み済み
です

【方策編〔⑤〕骨子、〔⑯〕骨子】
土地利用計画については方策編〔⑤〕骨子、〔⑯〕骨子
で、計画を定める際には考慮してもらう旨明記していま
す。計画策定時の具体的な配慮の方法については、今
後検討するものと考えています。

36
方
策
編

⑤流出
増を伴
う土地
利用変
更の抑
制

事実関
係

「⑯浸水被害を増大させる土地利用変更の
抑制」と、同一の内容であり、まとめるべき。

盛り込
み済み
です

【方策編〔⑤〕解説(2)】
方策編〔⑤〕解説(2)で下記のとおり明記しています。
「本方策は、土地利用に係る計画を定めるにあたり計
画策定者に対して考慮を求める点で、方策⑯の「浸水
被害を軽減するための土地利用の制限」と共通してい
ます。しかし、本条例においては、総合治水の柱である
「河川・下水道対策」「流域対策」「減災対策」の分類で
整理しており、本方策は、雨水の流出を抑制する「流域
対策」の一環であり、⑯の方策は浸水被害を軽減する
「減災対策」の一環ですので、それぞれの対策ごとに位
置づけています。」

37
方
策
編

⑥土地
の遊水
機能の
維持

インセ
ンティ
ブ

霞堤等による遊水地に固定資産税の減免
措置を検討されたい。

条例制
定後に
参考と
します

総則編〔県の責務〕解説（９）のとおり、方策を進めるた
めのインセンティブについては、実際の取組を進める中
で、県民のニーズを確認しながら有効な方法を慎重に
議論し、必要に応じ、その実現に向けた検討を行いたい
と考えています。

38
方
策
編

⑥遊水
機能の
維持

方策
(調整
池・貯
留浸透
設備以
外)推
進の事
務

対応策は、県が個別に土地所有者に説明
し、依頼するのか。
開発許可等で対応するとすれば、開発担当
が対応できるか。

反映し
ました

【方策編〔⑥〕骨子１】
県が施策を講じることとしていますが、河川管理者や市
町等の関係機関と連携する必要があるため、方策編
〔⑥〕骨子１を、「県は、市町と共同して、その土地の利
用状況も勘案しながら、減災対策の実施とあわせ、土
地所有者等に協力を求める等遊水機能の維持に資す
る施策を講じます。」に修文しました。
開発許可で対応する場合は、開発担当が中心となって
対応していただくこととなります。
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対応基
本方針

県の考え方

総合治水条例（仮称）骨子案に関する市町の意見と県の考え方

39
方
策
編

⑦出水
時にお
ける河
川への
ポンプ
排水の
抑制

方策
(調整
池・貯
留浸透
設備以
外)推
進の事
務

緊急時の排出抑制（ポンプ停止）について
は、河川管理者が一定の基準に基づき判
断することを明確にすべきである。
（理由）市が判断することは難しい。また、努
力義務では停止が難しい。平時の対策を実
施する上でも、基本的な考え（ポンプ停止）
を市民に伝える必要がある。

盛り込
み済み
です

【方策編〔⑦〕解説(1)】
外水氾濫に伴う甚大な被害を回避・軽減するために、ポ
ンプ施設の管理者は、河川管理者と連携して排水ポン
プの運転停止ルールを策定するとともに、排水ポンプ
停止に伴う内水被害を軽減する対策に努めることを、
方策編〔⑦〕解説(１)に明記しています。

40
方
策
編

⑦出水
時にお
ける河
川への
ポンプ
排水の
抑制

事実関
係

県内他市町の動向及び対応策について情
報提供を求める。

盛り込
み済み
です

【方策編〔⑦〕現状(4)】
方策編〔⑦〕現状(4)で記載しているとおり、県内におい
て運転調整ルールが定められた事例はありません。

41
方
策
編

⑧－１
雨水貯
留浸透
設備の
設置、
維持

貯留浸
透設備
設置に
係る事
務

1.河川の上流域では森林、農地が大部分を
占め、ため池や農地の一時貯留は効果的
であると思われる。
2.農政環境部と十分な調整を図り農業施設
の貯水機能、遊水機能の効果的な活用を
図れるよう調整が必要と思われる。

盛り込
み済み
です

１：【方策編〔⑧-1〕現状(4)】
方策編〔⑧-1〕現状(4)で、水田やため池の雨水貯留効
果を確認した上で、解説(2)に取組の実施と保全が重要
であることを追記し、「一定の雨水貯留浸透効果がある
水田やため池においては、その効果を高めるための取
り組みの実施だけでなく、その保全にも努めていただく
ことが重要です。」と修文しました。
２：【総則編〔基本理念〕骨子１】
総則編〔基本理念〕骨子１で、県、市町、県民及び事業
者が連携し、一体となった取組の下で推進されなけれ
ばなりません。」と明記しています。関係者間の調整方
法については、取組を進める中で議論されるべきと考え
ます。

42
方
策
編

⑧－１
雨水貯
留浸透
設備の
設置、
維持

貯留浸
透設備
設置に
係る事
務

学校施設については、災害時には避難所に
指定されており、住民の避難に支障が生じ
ないよう十分な検討と実証を行ったうえで、
個々の施設の状況に応じて、総合治水推進
計画に位置付ける必要がある。

条例制
定後に
参考と
します

方策編〔⑧-1〕解説(4)で、「総合治水推進計画で雨水貯
留浸透設備を設置又は維持すると定められた施設の所
有者は、施設の安全利用を勘案した上で、同計画に基
づいて、設備を設置又は維持しなければなりません。」
と明記しています。
個別の施設での対応については、方策編〔⑧-1〕課題
及び解説(5)で示しているとおり、公共施設において率
先して取り組むべきであり、その際には、この考え方に
沿って、総合治水推進計画策定の際に議論されるもの
と考えます。

43
方
策
編

⑧－１
雨水貯
留浸透
設備の
設置、
維持

貯留浸
透設備
設置に
係る事
務

1.学校の運動場に貯水を行う場合、影響を
最小限とするよう学校、施設管理者と十分
に協議・検討を行うとともに、運動場の機能
に障害が生じた場合には、速やかに機能回
復が図れるよう責任体制を明確にし、学校
に費用負担が生じないよう総合治水推進計
画策定を進める中で、検討されたい。（耐水
化についても、同様）
2.学校については、雨水貯留浸透設備の設
置と避難所としての耐水化という一見して相
反する機能が求められているため、十分な
検討を行いながら、計画策定を進められた
い。
3.運動場に貯水する場合、地盤そのものへ
の影響の有無について、技術的検証が必
要である。。
4.貯水の頻度や貯水量など、施設管理に必
要なデータ等は開示し、施設管理者に提供
されたい。

条例制
定後に
参考と
します

方策編〔⑧-1〕解説(4)で、「総合治水推進計画で雨水貯
留浸透設備を設置又は維持すると定められた施設の所
有者は、施設の安全利用を勘案した上で、同計画に基
づいて、設備を設置又は維持しなければなりません。」
と明記しています。
個別の施設での対応については、方策編〔⑧-1〕課題
及び解説(5)で示しているとおり、公共施設において率
先して取り組むべきであり、その際には、この考え方に
沿って、総合治水推進計画策定の際に議論されるもの
と考えます。
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44
方
策
編

⑧－１
雨水貯
留浸透
設備の
設置、
維持

貯留浸
透設備
設置に
係る事
務

特に学校園に関しましては、教育現場という
本来の学校運営への影響をはじめ、学童保
育や地域コミュニティセンターといった機能
を併設させていること、また、災害時の避難
所として指定していること等もあり、利用者
の安全確保が大きな課題である。今後、施
設整備にあたっては県、市町の連携による
関係機関との綿密な調整とともに関係者へ
の設置及び維持の普及啓発が必要。

条例制
定後に
参考と
します

方策編〔⑧-1〕解説(4)で、「総合治水推進計画で雨水貯
留浸透設備を設置又は維持すると定められた施設の所
有者は、施設の安全利用を勘案した上で、同計画に基
づいて、設備を設置又は維持しなければなりません。」
と明記しています。
個別の施設での対応については、方策編〔⑧-1〕課題
及び解説(5)で示しているとおり、公共施設において率
先して取り組むべきであり、その際には、この考え方に
沿って、総合治水推進計画策定の際に議論されるもの
と考えます。

45
方
策
編

⑧－１
雨水貯
留浸透
設備の
設置、
維持

貯留浸
透設備
設置に
係る事
務

雨水浸透施設の普及のためには、その定
量的な効果を明らかにされたい。

条例制
定後に
参考と
します

住宅への雨水貯留タンクの設置することを推奨し、助成
制度を設けている自治体もあることを踏まえて、今後、
総合治水推進計画の策定、見直し、総合治水の取組推
進を実施するなかで、必要に応じて取組の効果を明ら
かにすることを検討します。

46
方
策
編

⑧－１
雨水貯
留浸透
設備の
設置、
維持

貯留浸
透設備
設置に
係る事
務

各戸貯留や浸透舛等の定量的な効果を示
されたい。

条例制
定後に
参考と
します

住宅への雨水貯留タンクの設置することを推奨し、助成
制度を設けている自治体もあることを踏まえて、今後、
総合治水推進計画の策定、見直し、総合治水の取組推
進を実施するなかで、必要に応じて取組の効果を明ら
かにすることを検討します。

47
方
策
編

⑧－１
雨水貯
留浸透
設備の
設置、
維持

貯留浸
透設備
設置に
係る事
務

具体的に取り組む方法を明らかにされた
い。

条例制
定後に
参考と
します

住宅への雨水貯留タンクの設置することを推奨し、助成
制度を設けている自治体もあることを踏まえて、今後、
総合治水推進計画の策定、見直し、総合治水の取組推
進を実施するなかで、必要に応じて取組の効果を明ら
かにすることを検討します。

48
方
策
編

⑧-2貯
水施設
による
雨水貯
留容量
の確保

市町負
担

市としての費用負担を考えていない。
水田の雨水貯留や、ため池の水位下げに
ついて、河川管理者の責任で財政手当てを
実施して頂きたい。

条例制
定後に
参考と
します

総則編〔基本理念〕骨子１で、「県、市町、県民及び事業
者が連携し、一体となった取組の下で推進されなけれ
ばなりません。」としており、このための方策として行う
施設整備については、方策編〔③〕の調整池については
開発者、方策編〔⑧-1〕〔⑭〕の設備の整備については
施設所有者に努めてもらうこととしています。この他、方
策〔④〕〔⑥〕〔⑦〕〔⑧-2〕の施設における取り組みにつ
いても、施設所有者により取組を行なってもらうもので
す。
なお、総則編〔県の責務〕解説（９）のとおり、方策を進め
るためのインセンティブについては、実際の取組を進め
る中で、県民のニーズを確認しながら有効な方法を慎
重に議論し、必要に応じ、その実現に向けた検討を行
いたいと考えています。

49
方
策
編

⑨森林
整備に
よる保
水力の
維持、
向上

市町負
担

県の森林保全事業メニューと助成制度の充
実と県民への周知を図る方策全般について
検討されたい。

条例制
定後に
参考と
します

今後、総合治水推進計画の策定、見直し、総合治水の
取組推進を実施するなかで、検討します。

50
方
策
編

⑩浸水
想定区
域及び
浸水の
深さの
周知

方策
(調整
池・貯
留浸透
設備以
外)推
進の事
務

ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟには以下の内容を考慮すること
が望ましい。
・ため池の決壊
・断層位置
・農林関係の崩壊土砂流出
・山腹崩壊危険区域

条例制
定後に
参考と
します

1.県ホームページのＣＧハザードマップで、「雪崩」、「地
すべり」、「土石流」、「急傾斜」、「山腹崩壊」の危険区
域、また、「警戒ため池」を公開しています。
2.これらの情報について、県も提供に努めますが、市町
民に周知するためのハザードマップについては、地域
防災を担う市町において、県関係部局と連携し、作成、
公表されるべきものと考えています。
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51
方
策
編

⑩浸水
想定区
域及び
浸水の
深さの
周知

事実関
係

ハザードマップの前提条件としての「被害想
定(浸水想定区域や水深等)」は従来から基
準(時間雨量や積算雨量等)を見直されたの
か。もしくは、あくまでも総合的な対策の組
合せにより、想定以上の災害への対応力を
向上させることが狙いなのか。近年の災害
の傾向についての意識付け(危機感)が伴
わないと理解を得るのにも時間がかかると
考える。

盛り込
み済み
です

【方策編〔⑩〕骨子１，２，３、現状１(1)】
１ 水防法に基づく浸水想定区域図は水防法に基づき、
浸水想定区域図作成マニュアルに準じて浸水想定区域
及び浸水深を算出していますが、方策編〔⑩〕現状(1)
で、「浸水被害が発生する際に、県民が平時から安全な
避難等の準備を行うことができるように、」と明記してい
るとおり、幅広く浸水被害を軽減することが目的です。
２ 意識づけ、理解を得るために、骨子１で県は施策を
講じ、市町には施策を講じるよう努めてもらい、県民事
業者には情報の把握、周知に務めてもらうことを明記し
ています。

52
方
策
編

⑩浸水
想定区
域及び
浸水の
深さの
周知

事実関
係

県管理河川の浸水想定区域を開示して欲し
い。

盛り込
み済み
です

【方策編〔⑩〕現状１(3)】
方策編〔⑩〕現状１(3)に示しているとおり、現在404河川
について作成し、市町に提供済みです。また、県ホーム
ページでＣＧハザードマップとして公開しています。今
後、県管理の全河川（684河川）に拡大して作成、提供
する予定です。

53
方
策
編

⑬水防
体制の
強化、
防災訓
練等の
実施

総合治
水推進
計画の
枠組み

防災活動拠点の整備、防災リーダーの育
成、訓練、行政との連携など、総合治水推
進計画に盛り込むことが必要。
また、モデル地区を設定し実践することが
必要である。

反映し
ました

【総則編〔総合治水推進計画〕解説(1)(2)】
総合治水推進計画に記載する内容、モデル的にひな形
を策定することなど、総合治水推進計画の基本的な考
え方を、総則編〔総合治水推進計画〕解説(1)(2)に示し
ました。
なお、防災リーダーの育成等について、方策⑬〔現状〕
（２）、〔課題〕（３）、〔解説〕（３）に追記しました。

54
方
策
編

⑯土地
利用変
更の抑
制

他法令
との関
連

1.具体的な法令及び措置及び手続きが不
明。
国土利用計画法、都市計画法、農振法の
みか。それ以外に対象とする法律はないの
か。対象となる法律を明確にしなければ、対
応が出来ない。
2.農地を埋め立てると、貯水機能は減少す
るが、その代替として、どのような対策があ
るのか。具体的な流出増及び抑制量の基
準がなければ、対応が出来ない。
3.案文では県が計画を定める者に協力を求
めるとされているが、市町の役割等はない
のか。

条例制
定時に
参考と
します

1 方策編〔⑤〕骨子、〔⑯〕骨子で、国土利用計画法、そ
の他土地利用に係る個別規制法に基づく土地利用に
係る計画としており、個別規制法を限定していないた
め、全ての法を対象としています。今後、法制の観点か
ら必要があれば、個別規制法を定義します。
2 基準がなくとも、貯留浸透に務めていただくことは可
能と考えていますが、基準については、今後、総合治水
推進計画の策定、見直し、総合治水の取組推進を実施
するなかで、検討する必要があると考えています。
3 方策編〔⑯〕骨子の「計画を定める者」が市町の場合
は、同規定に基づく県からの協力の求めがあれば、当
該計画に浸水被害による影響を考慮するるよう協力を
求めます。

55
方
策
編

⑯土地
利用変
更の抑
制

他法令
との関
連

法令で規定されている条件に更に規制を条
例で加えることは、可能か。
例えば、都市計画法に基づく線引き時に、
法では区域設定の要件になっていない「流
出増」について、条例でその要件に加えるこ
とは可能か。

その他 条例では、土地利用に係る計画を定める者に対して、
計画策定時に浸水被害による影響を考慮するよう求め
るものであり、現行法上の要件に上乗せするものでは
ありません。
都市計画法では、市町の条例に読み替える規定はあり
ません。
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